
ご利用者の皆さま方へ 

 

 

JAバンク本店および JA職員を装った者の 

キャッシュカード詐欺にご注意ください 

 

 

当組合管内において、JAバンク本店および JA職員を装った者が、キャッシュ

カード不正使用による預金保護法の補償手続きと称して、キャッシュカードを

詐取する事件が発生しました。 

 JA 職員が、預金保護法による補償額の補償手続きで、キャッシュカードをお

預かりすること（暗証番号の聞き取り）は一切ございませんので、ご注意いただ

きますようお願いいたします。 

なお、不審な点がございましたら、支店窓口、渉外担当者へご相談くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

令和 2年 9月２４日 

陶都信用農業協同組合 

 

 

 


